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小
笠
原
	
を
会
長
テ
ー
マ
	
『
仲
間
を
増
や
し
□
―
タ
リ
ー
を
広
め
よ
う
′
』

義

(
会
報
担
当
者
:
粟
飯
原
幸
男
委
員
)

◎
1
1
月
2
0
日
出
席
報
告

二
ヽ

,
1

4
9
名

出
席
率
対
象
会
員

4
7
名

出
席
規
定
免
除
会
員

2
名

出
席
率
規
定
免
除
会
員

1
名

当
	
日
	
出
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当
	
日
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1
名

他
ク
ラ
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出
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1
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サ
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例
会
移
動
案
内
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:
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《
第
1
8
9
9
回
例
会
》
第
2
2
号

1
2
月
1
1
日
(
水
)

「
日
本
の
農
業
情
勢
に
つ
い
て
」

J
A
函
館
市
亀
田
	
代
表
理
事
組
合
長
	
山
岸
	
栄
一
氏

☆
会
長
	
小
笠
原
孝
	
	
☆
幹
事
	
増
田
定
雄

例
会
場
:
函
館
国
際
ホ
テ
ル

例
会
日
:
毎
週
水
躍
日
	
1
2
1
∞
～
1
3
:
3
0

〒
0
4
∞
0
6
4
函
館
市
大
手
町
5
-
1
0

事
務
局
1
函
館
市
大
手
町
3
1
0
ニ
チ
ロ
ビ
ル
4
F

I
〔2
3
5
1
5
1

1
[
曖
3
3
8
7
0

函
館
北
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
報

H
a
k
o
d
a
t
e
	
N
o
r
t
h
	
R
o
C
.

T
h
e
	
W
e
e
k
l
y
	
R
e
p
o
r
t
	
o
f

本
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
ク
リ
ス
マ
ス
家
族
会
」

次
回
・
:
2
月
1
8
日

プ
ロ
グ
ラ
ム

V
2
∞
2
～
0
3
年
度

国
際
□
―
タ
リ
ー
会
長

ピ
チ
ヤ
イ
・
ラ
タ
ク
ル

慈
愛
の
種
を
播
き
ま
し
ょ
う

V

、
ヽ

1
2
月
4
日
年
次
総
会
	
北
村
	
祐
治
会
長
エ
レ
ク
ト

2
6
名

函
館
国
際
ホ
テ
ル
	
午
後
6
時
～



(
9
2
)

2
0
0
2
～
2
0
0
3
〈
第
1
8
9
7
回
例
会
)
第
2
0
号

1
1
月
2
7
日
の
記
録

◎
司
	
	
会
	
小
笠
原
	
孝
会
長

◎
斉
	
	
唱
	
我
等
の
生
業

◎
ビ
ジ
タ
ー
	
函
館
R
.
C
.
中
山
浩
一
君
、
函
館
東
R
.
C
.
明
本
修
―
君
、

函
館
亀
田
R
.
C
.
安
達
智
紀
君
・
鷲
山
宣
裕
君

◎
会
長
報
告
	
小
笠
原
	
孝
会
長

o
地
区
大
会
の
お
礼
状
が
届
い
て
お
り
ま
す
。

O
地
区
大
会
で
、
永
年
1
0
0
%
出
席
者
表
彰
が
あ
り
、
記
念
品
が
届
き
ま
し
た
の
で
お
渡
し
致
し
ま
す
。

〈 2
5
年
〉
中
野
	
亮
会
員
	
〈
1
5
年
〉
松
見
修
一
会
員
・
山
下
宜
秀
会
員

ま
た
ガ
バ
ナ
ー
特
別
表
彰
と
し
て
、
函
館
大
谷
高
校
イ
ン
タ
ー
ア
ク
ト
ク
ラ
ブ
顧
間
教
師
:
鰐
渕
逢

子
さ
ん
、
大
間
実
さ
ん
に
感
謝
状
が
届
い
て
お
り
ま
す
。

o
1
2
月
4
日
年
次
総
会
が
開
か
れ
ま
す
。

◎
委
員
会
報
告

●
親
睦
活
動
委
員
会
	
増
山
	
	
正
委
員
長

1
2
月
1
8
日
の
ク
リ
ス
マ
ス
家
族
会
の
出
欠
返
信
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。	
1
人
3
,
0
0
0
円
相
当

の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
お
願
い
し
ま
す
。
(
夫
人
同
伴
の
場
合
は
2
人
分
で
す
。
)

◎
幹
事
報
告
	
増
田
	
定
雄
幹
事

O
職
業
分
類
表
が
出
来
ま
し
た
の
で
お
持
ち
下
さ
い
。

◎
親
睦
活
動
委
員
会
	
阿
部
	
誠
太
委
員

ニ
コ
ニ
コ
B
O
X
投
入
報
告

小
笠
原
会
長
…
…
B
O
X
に
協
力
。

増
田
	
幹
事
…
…
三
浦
さ
ん
の
卓
話
楽
し
み
で
す
。

金
子
	
会
員
…
…
B
O
X
に
協
力
。

新
	
	
会
員
…
…
欠
席
が
ち
の
お
わ
び
。

中
野
	
会
員
…
…
い
よ
い
よ
師
走
を
迎
え
ま
す
。

田
畑
	
会
員
…
…
B
O
X
に
協
力
。

Vヽ
′

(
9
5
)

V

外
れ
て
も
特
別
控
除
に
該
当
さ
せ
る
こ
と
で
税
負
担
が
急
に
増
え
ま
せ
ん
よ
と
い
う
こ
と
だ
つ
た
の

で
す
が
、
来
年
の
税
制
改
革
で
は
見
直
し
の
方
向
で
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

現
実
的
に
は
パ
ー
ト
の
方
が
多
い
職
場
で
は
、
年
間
の
給
与
が
1
0
3
万
円
を
超
え
る
か
ど
う
か
は
深

刻
な『
o
l
題
で
あ
り
、
会
社
側
の
ほ
う
も
仕
事
が
忙
し
く
な
る
年
末
に
か
け
て
パ
ー
ト
さ
ん
に
給
与
を

調
整
す
る
た
め
休
ま
れ
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。

〈
保
険
と
税
金
〉

生
命
保
険
や
損
害
保
険
を
も
ら
っ
た
ん
だ
け
ど
税
金
は
か
か
る
の
か
と
い
う
質
問
も
ょ
く
あ
り
ま

す
。
保
険
金
は
そ
の
支
払
理
由
、
主
に
は
死
亡
、
入
院
、
傷
害
、
満
期
等
に
よ
る
支
払
と
受
取
人
、
契

約
者
、
被
保
険
者
が
誰
で
あ
る
か
に
よ
り
税
金
の
種
類
も
異
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ど
れ
に
該

当
す
る
か
に
よ
つ
て
相
続
税
、
贈
与
税
、
所
得
税
あ
る
い
は
非
課
税
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ど
の
税

金
が
一
番
得
な
の
か
と
開
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
保
険
金
の
額
、
そ
の
人
の
所
得
.
資

産
内
容
等
に
よ
り
変
ゎ
っ
て
き
ま
す
の
で
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
~
ス
と
な
り
ま
す
。

保
険
契
約
は
受
取
人
と
契
約
者
の
変
更
は
ぃ
つ
で
も
で
き
ま
す
の
で
家
に
あ
る
保
険
証
券
を
一
度

確
認
し
て
ぉ
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

〈
マ
イ
ホ
ー
ム
と
税
金
〉

住
宅
に
関
す
る
税
金
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
税
金
が
か
か
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、

ま
ず
取
得
時
に
は
、
契
約
の
印
紙
、
登
記
の
た
め
の
登
録
免
許
税
、
不
動
産
取
得
税
が
発
生
し
ま
す
。

住
ん
で
る
間
は
|
,
1
定
資
産
税
、
そ
し
て
手
放
す
と
き
に
は
譲
渡
所
得
税
が
か
か
り
ま
す
。
譲
渡
所
得

税
の
場
合
は
、
売
却
に
よ
つ
て
儲
か
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
す
が
。

幸
に
し
て
売
却
益
が
出
た
と
き
は
一
般
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
売
却
利
益
に
対
し
て
国
税
2
0
'
`
、
地

方
税
6
%
、
し
か
し
住
宅
の
場
合
各
種
軽
減
制
度
が
あ
り
函
館
市
内
で
住
宅
を
売
却
し
て
税
金
が
発

生
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
よ
ほ
ど
稀
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

▼

4
.
税
務
調
査

税
務
調
査
に
つ
い
て
簡
単
に
中
し
上
げ
ま
す
。

税
務
調
査
は
お
お
ま
か
に
は
任
意
調
査
と
強
制
調
査
と
が
あ
り
、
任
意
調
査
は
税
務
署
、
強
制
調
査

は
国
税
局
、
{
1
意
調
査
の
ほ
う
は
皆
さ
ん
‐度
く
ら
い
経
験
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
国
税
局
の
ほ
う

を
少
し
お
話
し
し
ま
す
。

査
察
制
度
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
口
、
悪
質
な
納
税
者
に
対
し
て
税
金
を
徴
収
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
検
察
庁
へ
の
告
発
を
通
じ
て
懲
役
.
罰
金
と
い
う
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

裁
判
官
の
許
可
状
、
い
わ
ゆ
る
警
察
が
使
う
捜
査
令
状
の
ょ
う
な
も
の
で
強
制
的
に
行
わ
れ
ま
す
。


